
担当：登野城運
動公園北

2-16

1-8

前
盛
　
民
子

1-10

石
垣
　
末
子

1-7

下
地
　
京
子

2-17

石
堂
　
徳
一

大
兼
　
和
佳
子

1-19

仲
道
　
愛
子

1-9

平
良
　
照
子

玉
代
勢
　
光
子

1-20

1-2

舟
道
　
和
夫

1-5

島
尻
　
正
矩

担当：真栄里商
工以北

担当：真栄里
(西）

担当：真栄里
（平真団地周
辺）

担当：真栄里
（八商工高周
辺）

1-1

前
里
　
栄
子

1-2

崎
原
　
喬

1-3

高
橋
　
永
子

1-12

松
川
　
一
美

1-11 1-24

寄
川
　
豊
子

前
津
　
英
次

1-15

桃
原
　
直

1-16

福
島
　
英
和

藤
田
　
め
ぐ
み

担当：平得（国
道北、産業道路
南）

担当：平得
（東）

担当：平得
（上）

担当：平得
（西）

担当：真栄里
ニュータウン

東

竹

西

　

喜

美

子

3-18

仲
本
　
賢
治

担当：登野城5
町内西

3-24

担当：登野城7
町内南・八島町

下
地
　
傑

担当：登野城5
町内東

担当：登野城2
町内北

担当：大川1・2
町内

担当：大川3町
内

　活動の目的

　社会奉仕の精神をもって、住民の立場

に立って相談に応じたり、誰もが安心して

暮らすことのできる地域社会づくりを目指

します。

民生委員とは

　民生委員法によって、その設置が定められ、また、児童福祉法によって同時

に児童委員を兼ねることになっています。

　民生委員・児童委員は、地域の中から選ばれ、厚生労働大臣の委嘱を受け

て、無報酬で地域の人々の福祉の向上のために活動いたします。

担当：浜崎町
（東）

担当：川平担当：浜崎町
（西）

担当：主任児童
委員

3-33

大
屋
　
記
子

3-30

根
間
　
章

担当：大嵩・吉
原

担当：新川県営
新川団地以北

担当：新川小学
校南側以東

3-28

佐
々
木
　
育
美

3-25

糸
洲
　
伸
子

3-26

石
垣
　
敦
子

担当：石垣1町
内

担当：石垣3町
内

担当：石垣4町
内南西

担当：新川2町
内

3-5

大
濵
　
惠
子

3-8

富
永
　
忠

3-20

村
上
　
恵
子

担当：県営新川
団地周辺

3-1 3-3

鍋
倉
　
大

担当：伊原間

2-23

山
里
　
世
紀
子

2-15

安
次
嶺
　
絹
枝

2-11

平
良
　
八
重
子

担当：宮良
（西）

担当：宮良
（南）

担当：白保
（南）

担当：大浜高田
地区周辺

2-13

波

照

間

　

美

江

子

担当：主任児童
委員

担当：大浜
（上）

2-6

神
山
　
隆
子

1-25

平
良
　
辰
男

2-10

島
尻
　
寛
雄

1-27

添
盛
　
文
子

担当：三和・川
原・於茂登・開
南

1-26

豊
島
　
咲
美

2-5

田
場
　
由
勝

2-7

河
上
　
美
奈
子

担当：野底

1-29

田
盛
　
勝
枝

担当：登野城7
町内中

担当：登野城8
町内北

担当：真栄里
（国道バイパス
以東（ニュータ
ウン除く））

1-6

山
田
　
勝
美

担当：真栄里北
東（高田地区を
除く）

担当：主任児童
委員

1-17

照
屋
　
智
恵
美

担当：大浜
（下）

担当：大浜
（南）

1-13

島
仲
　
勇

1-14

担当：磯辺（団
地含む）

担当：平久保

保
里
　
京
子

2-24

担当：主任児童
委員

民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 の 紹 介
民生委員は、児童委員を兼ねており、「民生委員・児童委員」と呼ばれています。

生活でのお悩みや困りごとなど、必要な際には、お住まいの担当委員へお気軽にご相談下さい。

（令和８年５月２１日現在）

○第1民児協（平得、真栄里、大浜、宮良、白保、桃里、伊原間、平久保、野底、於茂登、開南、三和、川原）

○第2民児協（登野城、大川、美崎町、八島町）

○第3民児協（石垣、新川、新栄町、浜崎町、名蔵、川平、崎枝、桴海、大嵩、吉原、仲筋、米原、富野、大田）


